
不利益処分 

処分名 準要保護児童生徒援助費の取消し 

根拠法令 学校教育法第 19 条 

所管課 学校教育課   

 

１  処分の内容 

準要保護児童生徒援助費の取消し 

 

２ 処分の要件 

次のいずれかに該当することとなったとき。 

⑴ 要保護に認定されたとき。 

⑵ 準要保護の認定要件を満たさなくなったとき。 

⑶ 奄美市外へ転出したとき。 


